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３．農地転用に絡む農業用施設の取扱い等について、地域や地方自治体で
運用等にばらつきがある事例

V県B市では農業振興地域・農用地区域内での「輸出用米倉庫」の建設が認められた事例があるが、W県A市では農業振興地

域・農用地区域内での「輸出用米倉庫」の建設が認められなかった。

そのため、当該施設の建設予定地を農業振興地域・農用地区域外に計画変更したものの、広域農道から進入道路幅を6m以上

に拡幅しなければ都市計画法上の許可が下りず、輸出事業を断念。
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X県C市において、温室ハウスに付随する農産物を選果・選別・保管施設や従業員の休憩施設・トイレなどの併設を検討したと

ころ、農地転用して別棟の建物として建設することを求められた。

Y県D市では、上記の施設は温室ハウスと一体的なものとして併設して建設することが認められている事例がある。

事例①

事例②

その他のばらつきがある事例

• E市とF市（E市に隣接する市）では、同じ農業用施設でも農業振興地域・農用地区域における用途変更の可否判断が異なる。

• Z県内において、事務所の建設が許される地域と許されない地域がある。

• 農振除外が必要な場合、地方自治体の協議の開催頻度がバラバラのため、開催頻度の少ないところは申請許可に余計時間を

要する。
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